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「カーボンニュートラルポート（CNP）」の形成のイメージ

○ サプライチェーン全体の脱炭素化に取り組む荷主等のニーズに対応し、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化

を図ることにより、荷主や船社から選ばれる競争力のある港湾を形成する。

○ また、温室効果ガスの排出量が多い産業等が多く集積する港湾・臨海部において、水素・アンモニア等の受入

環境の整備を図ることにより、産業の構造転換及び競争力の強化に貢献する。

○ これらにより、我が国が目標とする2050年カーボンニュートラルの実現に貢献する。

世界的なサプライチェーン全体の脱炭素
化の要請に対応して、港湾施設の脱炭
素化等への取組を進めることで、荷主や
船社から選ばれる、競争力のある港湾を
形成

産業のエネルギー転換に必要となる 水
素やアンモニア等の供給に必要な環境
整備を行うことで、港湾・臨海部の産業
構造の転換及び競争力の強化に貢献

荷主や船社から選ばれる

競争力のある港湾を形成

産業の構造転換及び競争力強化

への貢献
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カーボンニュートラルポート（CNP）の形成



・大阪港
・堺泉北港
・阪南港
・日高港
・和歌山下津港
・神戸港
・東播磨港
・姫路港

鳥取港・
境港・

浜田港・

・茨城港
・鹿島港
・東京港
・千葉港
・木更津港
・川崎港
・横浜港

舞鶴港・

青森港・
能代港・
船川港・
秋田港・
酒田港・

新潟港・
両津港・
小木港・

直江津港・
伏木富山港・

七尾港・
金沢港・
敦賀港・

・運天港
・金武湾港
・中城湾港
・那覇港
・平良港
・石垣港

・田子の浦港
・清水港
・御前崎港
・三河港
・衣浦港
・名古屋港
・四日市港
・津松阪港
・尾鷲港

・八戸港
・久慈港
・宮古港
・釜石港
・大船渡港
・仙台塩釜港
・相馬港
・小名浜港

・橘港
・徳島小松島港
・高松港
・坂出港 （令和６年１２月２６日時点）

■港湾脱炭素化推進協議会等

９４港湾で設置済
うち、赤字は港湾脱炭素化推進協議会を設置済
の港湾（８３港湾）。その他は任意の協議会等。

■港湾脱炭素化推進計画

３３港湾で作成済（ の港湾）
(注)新居浜港は、新居浜港・東予港（東港地区）
として、計画を作成。

水島港・
福山港・
広島港・
呉港・

徳山下松港・
宇部港・

小野田港・

宇和島港・
松山港・
東予港・
須崎港・

新居浜港(注)・
高知港・

三島川之江港・

下関港・
北九州港・
苅田港・
博多港・
唐津港・

伊万里港・
佐世保港・
長崎港・
三池港・
大分港・

津久見港・
八代港・
佐伯港・
川内港・
細島港・

志布志港・

稚内港・
石狩湾新港・ ・苫小牧港

・室蘭港
・函館港

「港湾脱炭素化推進協議会」等の設置及び「港湾脱炭素化推進計画」の作成状況
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○ カーボンニュートラルポート（CNP）の形成に向け、各港湾において官民連携の協議会等（※）が開催されている。

（※）構成 ： 港湾管理者、関係地方公共団体、民間事業者、港湾利用者、学識経験者、関係省庁の地方支分部局 等



■神戸港
・令和5年2月

  

■大阪港・堺泉北港・阪南港
・令和5年3月

・令和5年8月

・令和6年3月

■播磨臨海地域（姫路港・東播磨港）
  ・令和5年4月

・令和5年9月

・令和6年12月

■舞鶴港
   ・令和5年3月

   ・令和5年9月

 ・令和6年3月

■和歌山下津港・日高港
・令和5年3月

＜協議会等における検討が進められている港湾＞

大阪港

堺泉北港

阪南港

神戸港

姫路港

東播磨港
舞鶴港

和歌山下津港

日高港

神戸港カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画

（任意計画）策定・公表

大阪“みなと”におけるカーボンニュートラルポート（CNP）

形成計画（任意計画）策定・公表

大阪“みなと”カーボンニュートラルポート（CNP）推進協議会

（法定協議会）設置

港湾脱炭素化推進計画（法定計画）策定・公表

播磨臨海地域カーボンニュートラルポート(CNP)形成計画

骨子(素案)（任意計画）策定・公表

播磨臨海地域カーボンニュートラルポート推進協議会

（法定協議会）設置

港湾脱炭素化推進計画（法定計画）策定・公表

舞鶴港カーボンニュートラルポート準備会設置

京都舞鶴港における港湾脱炭素化推進に向けた検討会

（任意協議会）移行・設置

舞鶴港脱炭素化推進構想（素案）（任意計画）策定

勉強会開催

＜CNP形成に関するトピックス（神戸港）＞

新港第１突堤

新港東ふ頭
水素タンク

水素ｴﾝｼﾞﾝ
発電機

CO2
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PI（第2期)地区

●船舶向け陸上給電設備の整備
・新港東ふ頭:令和6年4月開始
・新港第1突堤：令和5年11月開始

●水素を燃料とする荷役機械の現地実証
・R5～R6d:水素エンジンへの換装・試運転
・R7d：現地実証（データ取得）

令和5年11月開始

令和6年4月開始

近畿管内のCNP形成に向けた取組状況



○ 川崎市では、川崎港扇島地区のJFEスチール(株)高炉等設備の休止を受けて、「JFEスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の
高炉等休止に伴う土地利用方針（令和5年8月）」を策定し、扇島地区の土地利用転換に向けた基盤整備の考え方等を取りま
とめている。

○ 同方針では、扇島地区東側の約70haを、早期の土地利用転換に向けた取り組みを進める「先導エリア」と位置付けており、同エリア
における令和10年度からの土地利用開始、海外からの液化水素やアンモニアを受入・供給・貯蔵する拠点形成を推進。

（出典）川崎市報道発表資料（令和4年11月24日、令和5年8月31日）

水素・アンモニアの受入に関する取組事例 （川崎港）
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（出典）交通政策審議会第94回港湾分科会資料（令和6年11月5日）

川崎港における土地利用転換事例（イメージ） 「先導エリア」と港湾計画への位置付け（イメージ）



⚫ スケジュール
R5.3 制度案を公表

R5d～R6d 試行及び制度案の見直し

R7d～ 運用開始予定

⚫本制度で評価する脱炭素化の取組例
○ターミナル等における貨物の取扱等に関する脱炭素化の取組例
・荷役機械（ガントリークレーン、トランスファークレーン等）の脱炭素化
・ヤード照明の脱炭素化（LED化等）

○ターミナルを利用する船舶や車両の脱炭素化に資する取組例
・陸上電力供給機能、低炭素燃料供給機能の導入
・ゲート前渋滞の緩和等に資するゲート予約システムの導入

CNP認証（コンテナターミナル）の創設に向けた検討

◼ 試行段階の制度案の概要

・低・炭素型ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ
ｸﾚｰﾝの導入

三井E&S  HP

・ヤード照明のLED化

ユニエックスNCT HP

セントラルLNGマリンフューエルHP

・LNG燃料供給機能の導入
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○ サプライチェーン全体の脱炭素化を目指す荷主等のニーズに対応するため、国土交通省港湾局では、港湾のターミナルにおける脱炭素
化の取組を客観的に評価する認証制度の創設に向けて検討を行っている。

○ まずはグローバルサプライチェーンを支えるコンテナターミナルに着目し、令和4年度に「CNP 認証（コンテナターミナル）」の制度案を取り
まとめ、令和5年度に海外ターミナルとも連携し、評価基準の妥当性や認証機関に求められる能力、体制等を検討するための試行を
実施。

○ 令和6年度は、試行結果を踏まえ、引き続き制度案改善について検討。本制度の国際的な認知度向上を図り、認証を取得した我
が国の港湾が、国内外の荷主・船社等から選ばれる競争力のある港湾となることを目指す。

世界的なサプライチェーン全体の脱炭
素化の要請に対応して、港湾施設
の脱炭素化等への取組を進めること
で、荷主や船社から選ばれる、競争
力のある港湾を形成

荷主や船社から選ばれる

競争力のある港湾を形成

CNP認証（コンテナターミナル）の創設



CNP認証（コンテナターミナル）の評価基準 【案】

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

共通
・ターミナルの脱炭素化に向けた実効性のある計画の作成
・当該ターミナルにおける貨物取扱に伴うCO2排出量原単位の公表

○ ○ ○ ○ ○

インバータ方式（電力回生付き）のガントリークレーンの導入 － － －
○

８割以上
○
１０割

電動化、ハイブリッド化等の低・脱炭素化対応の機材の導入や自働化等の
導入による省燃費化

－
○

１割以上
○

５割以上
○

８割以上
○
１０割

電動化又はハイブリッド化等の低・脱炭素化対応の機材の導入 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

電動化、ハイブリッド化等の低・脱炭素化対応の機材の導入や自働化等の
導入による省燃費化

－
○

１割以上
○

５割以上
○

８割以上
○
１０割

LED照明の導入等 －
○

１割以上
○

５割以上
○

８割以上
○
１０割

リーファー施設への反射熱低減舗装・屋根の設置等による省電力化・温度
上昇抑制、管理棟の省エネ等

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

陸上電力供給設備の導入等によるCO2排出量削減等 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

当該ターミナルに係留する船舶へのLNG等の低炭素化燃料又は水素・ア
ンモニア等の脱炭素燃料の供給体制の有無等

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

低・脱炭素化燃料船等へのインセンティブ又は化石燃料船へのペナルティ
の導入

－ － － ○ ○

ゲート予約システムや貨物の引取り・引渡しの効率化のためのシステムの
導入、ゲートオープン時間の延長等の運用による渋滞解消等

－ － － ○ ○

優先ゲート・レーンの設置等のインセンティブ又は化石燃料を動力源とする
車両へのペナルティの導入

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

（３）その他
環境に配慮したタグボートの導入、尿素等の排出ガス低減技術の導入、沖
待ちの解消、インランドポートの利用、ブルーカーボン、カーボンオフセット
等の取組

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

③ストラドルキャリア等

評価項目分類

上記（１）及び（２）以外の低・脱炭素化の取組

船舶

車両

ガントリークレーン

①トランスファークレーン

（２）ターミナ
ルを利用す
る船舶や車
両の脱炭素
化に資する
取組

停泊中船舶

低・脱炭素燃料バンカリング

環境に配慮した船舶への入港イン
センティブ

ゲート前の渋滞・ヤード内の滞留

大型商用EV・FCV等の導入インセ
ンティブ

（１）ターミナ
ルにおける
貨物の取扱
等に関する
脱炭素化の
取組

コミットメント

荷役機械

ヤード内施設

ヤード照明

リーファー施設、その他の施設

②構内トラクター（AGVを含む）

○：要求事項　　＋：推奨事項

評価指標
認証レベル

(１)ターミナルにおける貨物の取扱等に関する脱炭素化の取組と、(２)ターミナルを利用する船舶や車両の脱炭素
化に資する取組を総合的に評価し、取組の進捗に応じて多段階の認証レベルで評価する。
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○ 2050年カーボンニュートラルの脱炭素社会の実現に向けて、水素等の大規模なサプライチェーンの構築のため、港湾における受入環境の
整備を進める。

○ 大量に輸入する水素等を安全に荷役するとともに、安定的かつ効率的な海上輸送体系の構築に向け、港湾の施設配置や二次輸送体
制について検討会等を実施。

○ 検討結果をとりまとめて、港湾における水素等の受入環境整備に関するガイドライン等の作成を行う。

○ 液化水素等を大量に扱う際の
構造物規制等（規制対象項目
の検討）

○ 液化水素等を大量に扱う際の
安全な荷役手法等の検討

○ 荷役時の事故等を想定した港
湾の安全対策の構築

安全に配慮した施設配置等の検討 国内の二次輸送(海上輸送)体制の構築検討

○ 今後、水素等の受入環境の整備を進め、
効率的な二次輸送を行うためのサプライ
チェーンモデル検討

○ 輸入拠点と二次輸送拠点において、
それぞれ必要となる施設配置の検討

港湾における水素等の受入環境整備に関する検討

目的・概要

検討項目
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スケジュール

○ 今年度中に検討の中間とりまとめを行い、来年度以降、ガイドラインを策定する予定。

液化水素を含む
複数の種類の貨
物の取扱を想定

水素等供給拠点イメージ（川崎港扇島地区）

出典：川崎重工業(株)HP

液化水素運搬船（16万m3型） イメージ図

出典：川崎市報道発表資料
（令和５年８月３１日）

液化水素の荷役実証事業

神戸港

臨海部の石油タンクや液化プロパンガスタンク

金沢港



体制構築
・

計画作成

脱炭素化に配
慮した港湾機
能の高度化

◼「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアルの公表・周知等（国交省）

◼港湾管理者が設置する協議会への参画、助言等（国交省）

◼港湾管理者による港湾脱炭素化推進計画の作成に対する支援（国交省）【予算】

◼港湾における水素等の受入環境整備に関する検討（国交省）【予算】

吸収源対策 ◼藻場・干潟等の造成等（国交省）【予算】

◼国際戦略港湾等の港湾運営会社が国の補助等を受けて取得した荷さばき施設等に対する固
定資産税・都市計画税の特例(国交省)【税制】

◼LNG・水素等の船舶燃料を補給するための船舶役務用施設に対する事業所税の特例 (国交省)

【税制】

◼LNGを燃料とする船舶への燃料供給施設の整備に対する支援（国交省）【予算】

◼ハイブリッド型・BEV型トランスファークレーン、ハイブリッド型・BEV型ストラドルキャリア、陸上電力
供給設備等の導入に対する支援（環境省）【予算】

◼水素を燃料とする荷役機械の実証実施（国交省）【予算】

◼港湾における脱炭素型荷役機械等実証支援（環境省）【予算】

水素等の受入
環境の整備

R6.6.20時点
（参考）カーボンニュートラルポート（CNP）の形成に資する主な支援措置等

（注）上記の他、脱炭素先行地域における再エネ設備整備等に対する支援（環境省）【予算】なども活用できる場合がある。
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港湾における民有護岸の改良等の促進に係る特例措置の拡充・延長
（固定資産税）

要望の結果

現行の特例措置・結果

○ 【固定資産税】 上表に記載の拡充を行った上で、３年間（令和８年４月１日～令和11年３月31日）延長する。 民有の護岸・岸壁の例

公共（二重線）・民有（実線）の護岸等の配置と浸水時のイメージ

工場

緑地

民
有
護
岸

コンテナ
ターミナル

公共埠頭

アンモニア
貯蔵施設

工場

石油コンビナート

フ
ェ
リ
ー

タ
ー
ミ
ナ
ル発電所

民有護岸

民有護岸

民有護岸

民有岸壁

工場

臨港道路

臨港道路

※１ 一定の基準に適合するもの（関連する法改正を検討中）
※２ 国の支援を受けて作成された協働防護に関する計画を有する港湾において、国土交通省が認めた施設
※３ 港湾区域が緊急確保航路又は開発保全航路の区域に隣接する港湾に存する施設以外の施設については、 ５／６

現行の特例措置 結果（拡充後の特例措置）

対象地域 南海トラフ地震防災対策推進地域等 限定なし

対象施設
国の無利子貸付けを受けて改良された
特別特定技術基準対象施設（護岸・岸
壁・物揚場）

民間事業者が策定する協定※１の対象とな
る護岸・防潮堤・堤防・胸壁・岸壁・物揚場
であって、当該民間事業者が取得又は改
良したもの※２

特例の内容
【固定資産税】 改良後５年間、課税標準
を１／２※３に軽減する

【固定資産税】 改良等後５年間、課税標準
を１／２※３に軽減する

南海トラフ地震等の大規模地震の切迫性の高まり、気候変動による平均海面水位の上昇等を踏まえ、民間事業者が実施する耐震改良・
浸水対策の促進によりサプライチェーンの維持及び港湾の機能継続を図るため、民有護岸の改良等に係る特例措置を拡充・延長する。

○護岸等は、航路の機能確保や後背地の浸水防護のために重要な施設。しかし、民間事業者が
所有・管理する護岸等の中には、十分な耐震性を有しないものや昨今の気候変動による平均海
面水位の上昇や高潮・高波の災害リスクの増大を踏まえると嵩上げ等が必要なものが存在する。

○こうした耐震性が不足している護岸等や嵩上げが必要な護岸等が存在すると、崩壊し航路を閉
塞する可能性や、当該箇所から浸水し港湾広域に影響を及ぼす可能性があるため、関係者連
携・協働の取組が不可欠であるとともに、その改良等に要する費用負担を軽減する必要がある。

○官民が連携し臨海部の強靱化に取り組む協働防護を推進し、民間事業者が実施する耐震改
良・浸水対策を支援することにより、サプライチェーンの維持及び港湾の機能継続を図る。

施策の背景

護岸等の嵩上げの必要性
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